
報告第２９号

放棄した債権の報告について

小松島市債権管理条例（平成２７年小松島市条例第１３号）第１４条

第１項の規定により、別紙のとおり債権を放棄したので、同条第２項の

規定により報告する。

令和２年１２月３日報告

小松島市長 中 山 俊 雄
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放棄した債権の報告について

１ 債権の名称

（平成６年１０月３日付け亡 Ａ 契約）住宅改修資金貸付金

２ 主債務者

亡 Ａ 相続人 Ｂ

同 相続人 Ｃ

３ 債権の件数及び額

住宅改修資金貸付金１件

未払いの元金８２７，５１５円及びこれに係る違約金

４ 放棄した事由

小松島市債権管理条例第１４条第１項第２号及び第４号

（理由）

亡 Ａ の相続人兼連帯保証人である Ｂ について、平成３０年３月

１日付け判決（平成２９年６月定例会議 議案第４９号可決により訴訟提

起）により本市の請求権が認められた債務をすでに弁済しており、請求権

が認められなかった債権（再生計画により免責されたと解される債務）に

ついて、請求することができない。

亡 Ａ の相続人である Ｃ について、平成３０年９月２７日付け判

決（平成３０年６月定例会議 議案第４７号可決により訴訟提起）による債

務名義取得後、強制執行の手続をとったが、回収額で債権額を満たすこと

ができなかった。また、第三者からの情報取得手続により、預貯金の調査

を行ったが、強制執行費用を超える財産は見当たらなかった。

連帯保証人 Ｄ について、平成３０年１１月１５日付け判決（平成３

０年６月定例会議 議案第４７号可決により訴訟提起）による債務名義を取

得し、第三者からの情報取得手続により、預貯金の調査を行ったが、強制

執行費用を超える財産は見当たらなかった。

以上のことから、これ以上の債権回収が困難であるため。
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